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定  例  会  議  の  開  催  状  況 

 

第１ 開催日時 

令和４年９月８日（木） 午後０時 50 分～午後４時 45 分 

第２ 開催場所 

   公安委員会室 

第３ 出席者 

１ 公安委員会 

泉委員長 上枝委員、岡委員 

２ 警察本部 

本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、 

首席監察官、地域監、情報通信部長、公安委員会補佐官 

 ３ 陪席 

   総務課長 

第４ 委員説示 

委員から「先日、安倍元総理の襲撃事件に関して、警護の検証と見直

しについて発表があったので、感想を述べたい。まず、発生から一か月

余りで結果発表ができたことは、評価できると思う。ただ、見直しの結

果、警護に関しては、これまで地方任せにしてきた運用を根本的に見直

し、警察庁の関与を強化するとあるが、本当にそんなことができるのか

という疑問もある。むしろ県民からすれば、銃規制というなら暴力団抗

争の方が怖いし、ネット犯罪や特殊詐欺への対策とか、災害対策とか、

県内の治安に関する情報収集とか、もっと地に足の着いた警察活動を求

めているのではないか。要人警護は国に直轄部隊を置いて対応するとい

うことも検討されるべきなのではないかと思う。警察庁は変容する社会

に備えて、今までのように国と地方の役割を固定化するのではなく、も

っと臨機応変に柔軟に対応することが必要なのではないかという気がし

た。いずれにしても今回、こうした検証結果が出て見直しが図られたこ

とは良いと思うが、一か月ですべての答えが出るものではないので、今

後とも、議論を深め改善に取り組んでいただきたいと思う」旨の発言が

あった。 

第５ 議題事項 
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   指定暴力団「二代目親和会」の第 11 回指定に係る意見聴取の実施につ

いて 

   県警察から、指定暴力団「二代目親和会」に対する暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律第３条の規定による第 11 回指定に向け、

法第５条第 1 項の公開による意見聴取を実施する旨の説明がなされ、審

議の上了承した。 

第６ 報告事項 

 １ 初任科第 92 期（短期課程）卒業式の挙行について 

   県警察から、初任科第 92 期（短期課程）30 人は、県警察学校におけ

る６か月間の初任教養を修了し、９月 29 日、卒業する。卒業後は、警察

署に配属され、採用時教養の一環として、職場実習を行う旨の報告がな

された。 

   委員から、「今回は、来賓やご家族も参列しての式が挙行できるという

ことで、喜ばしいと思う。卒業生にはこれから頑張っていただきたい」

旨の発言があった。 

 ２ 令和４年８月中の苦情申出の受理・処理状況について 

   県警察から、令和４年８月中の苦情申出の受理・処理状況について報

告がなされた。 

   委員から、「丁寧かつスピーディーに処理できていることは評価でき

る。また再発防止にも取り組んでいるので良いと思う」旨の発言があっ

たほか、委員から、「警察には良い情報、悪い情報、苦情を含めて様々な

情報が来るだろうと思う。そうした様々な情報がなければ、事件の抑止

や検挙につながるような事前対処もできないと思うので、県民から様々

な情報や声を頂くのは必要なことだろうと思う」旨の発言があった。    

 ３ 令和４年度警察庁監察の受監結果について 

   県警察から、令和４年度警察庁監察を受監した結果について報告がな

された。 

   委員から、「被害者の心情に配意した適切な性犯罪捜査の推進状況と

いう監察項目があることは高く評価できる。監察結果でも良好とされた

とおり、適切な対応ができているとのことで良かったと思う」旨の発言

があったほか、委員から、「計画に基づく監察と計画外の監察があるが、
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どういった違いがあるのか」との質問がなされ、県警察から、「計画に基

づく監察は、あらかじめ監察項目が示されているが、計画外の監察は、

示されないという違いがある」旨の説明がなされた。 

第７ 意見の聴取等の審議結果について 

   県警察から、運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告が

なされ、審議の上、処分内容を決定した。 

第８ 決裁 

１ 苦情受理報告について 

 ２ 意見・要望処理結果報告について 

第９  その他 

 １ 「110 番映像通報システム」の試行運用の開始について 

   県警察から、警察庁主導により、令和４年 10 月 1 日から全国警察にお

いて「110 番映像通報システム」の試行運用を開始する旨の報告がなさ

れた。 

 ２ ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく禁止命令等の実施状

況について 

   県警察から、８月中のストーカー行為等の規制等に関する法律に基づ

く禁止命令等の実施状況について報告がなされた。 

 ３ 警察署協議会の開催結果について 

委員から、令和４年９月６日（火）開催の「令和４年度第２回琴平警

察署協議会」の結果について、委員から、令和４年９月７日（水）開催

の「令和４度年第２回高松東警察署協議会」の結果についてそれぞれ紹

介がなされた。 

  

     


